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   船 舶 番 号 １３４４７３ 
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           （概位 北緯３３°５７.８０′ 東経１３５°０２.２７′） 

 

 

                      平成２７年１１月１９日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                 委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                   委   員  小須田   敏 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

要 旨 

 

＜概要＞ 

 貨物船神
しん

力
りき

丸は、船長及び次席二等航海士ほか２人が乗り組み、阪神港尼崎西宮芦

屋区に向けて紀伊水道を北進中、また、漁船第２５広
こう

漁
りょう

丸は、船長が１人で、漁船

第２６広
こう

漁
りょう

丸は船長及び甲板員１人がそれぞれ乗り組み、第２５広漁丸及び第２６



広漁丸が舷を接して一体となった態勢で北北東進中、平成２６年１月１７日０７時 

５９分ごろ、和歌山県美浜町日ノ御埼北北西方沖において衝突した。 

 第２５広漁丸及び第２６広漁丸は、第２５広漁丸の船長及び第２６広漁丸の甲板員

が死亡し、第２６広漁丸の船長が重傷を負い、両船は共に転覆した。 

 神力丸は、右舷船首部及び球状船首部右舷側に擦過傷を生じ、第２５広漁丸及び第

２６広漁丸の漁網が神力丸のプロペラに絡んで航行不能となった。 

 

＜原因＞ 

 本事故は、日ノ御埼北北西方沖において、神力丸が北進中、第２５広漁丸と第２６

広漁丸が接舷して一体となった船列が北北東進中、神力丸及び同船列が針路及び速力

を保持して航行したため、神力丸と同船列とが衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

 神力丸が針路及び速力を保持して航行したのは、神力丸の次席二等航海士が、同船

列の方位が右方に変化しているように見えたので、同船列が神力丸の前路を通過して

いくものと思い、同船列に対する見張りを適切に行っていなかったことによるものと

考えられる。 

 同船列が針路及び速力を保持して航行したのは、第２６広漁丸の船長が、後方から

接近する他船はいないものと思い、周囲の見張りを行っていなかったことが関与した

可能性があると考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 貨物船神
しん

力
りき

丸は、船長及び次席二等航海士ほか２人が乗り組み、阪神港尼崎西宮芦

屋区に向けて紀伊水道を北進中、また、漁船第２５広
こう

漁
りょう

丸は、船長が１人で、漁船

第２６広
こう

漁
りょう

丸は船長及び甲板員１人がそれぞれ乗り組み、第２５広漁丸及び第２６

広漁丸が舷を接して一体となった態勢で北北東進中、平成２６年１月１７日０７時 

５９分ごろ、和歌山県美浜町日ノ御埼北北西方沖において衝突した。 

 第２５広漁丸及び第２６広漁丸は、第２５広漁丸の船長及び第２６広漁丸の甲板員

が死亡し、第２６広漁丸の船長が重傷を負い、両船は共に転覆した。 

 神力丸は、右舷船首部及び球状船首部右舷側に擦過傷を生じ、第２５広漁丸及び第

２６広漁丸の漁網が神力丸のプロペラに絡んで航行不能となった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２６年１月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官

（神戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２６年１月１９日、２月５日 現場調査及び口述聴取 

  平成２６年１月２１日、３月２４日、２６日、４月８日、７月２８日、９月１２

日、１１月４日、平成２７年１月１９日、２２日 回答書受領 

平成２６年２月１３日、４月１６日、６月１７日、１０月３１日、平成２７年１

月２２日 口述聴取 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 ＧＰＳの位置情報による運航状況 

  神力丸（以下「Ａ船」という。）搭載のＧＰＳの情報記録によれば、衝突時刻ご

ろまでの約１５分間におけるＡ船の運航状況は、表２.１－１のとおりであった。 
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表２.１－１ Ａ船のＧＰＳの情報記録 

船    位 

北 緯 

（°-′） 

東 経 

（°-′） 

33-55.6723 135-02.3444 

33-55.7788 135-02.3365 

33-55.8857 135-02.3334 

33-55.9932 135-02.3308 

33-56.0999 135-02.3254 

33-56.2079 135-02.3190 

33-56.3165 135-02.3159 

33-56.4235 135-02.3099 

33-56.5302 135-02.3057 

33-56.6362 135-02.2997 

33-56.7434 135-02.2956 

33-56.8502 135-02.2913 

33-56.9577 135-02.2884 

33-57.0660 135-02.2851 

33-57.1729 135-02.2806 

33-57.2807 135-02.2762 

33-57.3882 135-02.2759 

33-57.3909 135-02.2760 

33-57.4961 135-02.2787 

33-57.6032 135-02.2827 

33-57.7101 135-02.2843 

33-57.8118 135-02.2845 

33-57.8858 135-02.2529 

※ 船位は、４０秒間隔で、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置を示す。 

 

 2.1.2 乗組員の口述による事故の経過 

  本事故が発生するまでの経過は、Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）及び次

席二等航海士（以下「航海士Ａ」という。）、第２６広漁丸（以下「Ｃ船」とい

う。）の船長（以下「船長Ｃ」という。）、第２７広漁丸（以下「Ｄ船」という。）の

船長（以下「船長Ｄ」という。）並びに大常丸（以下「Ｅ船」という。）の船長（以
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下「船長Ｅ」という。）の口述によれば、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

     Ａ船は、船長Ａ、航海士Ａほか２人が乗り組み、平成２６年１月１６日 

１２時００分ごろ、阪神港尼崎西宮芦屋区に向け、愛知県名古屋港を出港し

た。 

     航海士Ａは、１７日０７時４０分ごろ、日ノ御埼西方沖約１海里（Ｍ）付

近で前直者から船橋当直を引き継ぎ、その後舵輪の後方に立ち、レーダー１

台を相対方位指示（ヘッドアップ）＊1で１.５Ｍレンジのオフセンターとし

て約２Ｍ前方まで見えるように調整し、自動操舵で３５８゜の針路（真方位、

以下同じ。）とし、約１０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航

行した。 

     航海士Ａは、船首方に西進又は南進する何隻かの漁船を見ながら航行し、

左舷船首方１.５～２Ｍ付近に南進する漁船をレーダーで探知して双眼鏡で

動静を確かめたところ、Ｃ船と他の漁船（第２５広漁丸、以下「Ｂ船」とい

う。）が接舷して一体となった船列（以下「ＢＣ船列」という。）が南方に向

けて航行していたので、左舷対左舷で通過するものと思い、北進を続けた。 

     航海士Ａは、その後ＢＣ船列が左転し、北北東方に針路を変えたのを認め

たが、ＢＣ船列の方位が右方に変化しているように見えたので、Ａ船の前路

を通過していくものと思い、針路及び速力を保持して続航中、ＢＣ船列がＡ

船の船首部の死角に入って見えなくなり、０７時５９分ごろ、紀伊海鹿島灯

標から２３１°１.４Ｍ付近で、船体に僅かな振動を感じた。 

     航海士Ａは、Ａ船の死角から出たＢＣ船列が船首を南方に向けて転覆して

いたので、衝突したと思い、船内電話で船長Ａに漁船と衝突した旨の報告を

行った頃、航海コンソールから警報音が鳴って船内電源の供給が停止すると

ともに、主機が突然停止した。 

     船長Ａは、自室で休息していたところ、航海士Ａからの連絡を受け、慌て

て昇橋したところ、Ａ船が惰力で左に回頭しており、Ａ船の右舷方約１００

ｍに転覆した２隻の漁船を認め、そのうち１隻の船底部が２つに割れている

ことを知った。 

     船長Ａは、操船の指揮に当たり、０８時０３分ごろ、携帯電話で漁船と衝

突した旨の１１８番通報を行い、ＢＣ船列の乗組員を救助するため、主機を

再始動させて微速力前進としたところ、船体に異常な振動を感じたので、船

                         
＊1 「相対方位指示（ヘッドアップ（Head Up Stabilization））」とは、映像の基準を自船船首方向

と同期させる指示方式。この方式ではコンパスを必要とせず、映像と視認情報との対象が容易であ

るが、ヨーイングや変針により映像全体が動く欠点を持つ。 
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尾方を振り返ると、漁網及び多くの浮子
あ ば

が見えたので、プロペラに絡網して

いるものと判断し、クラッチを切り、主機を停止させた。 

     船長Ａは、航海士Ａに救命浮環を持って船首甲板に向かわせ、他の乗組員

と共にＢＣ船列の乗組員を探すよう指示した。 

     船長Ａは、Ａ船が北東方に圧流され、和歌山県由良
ゆ ら

湾に接近していたので、

付近の海域に投錨した後、来援したタグボートにえい
．．

航されて由良湾に転錨

し、１８日昼ごろ漁網を切断し、１６時００分ごろ和歌山県和歌山下津
し も つ

港下

津区の岸壁に着岸した。 

   (2) ＢＣ船列 

     ＢＣ船列は、Ｂ船に船長（以下「船長Ｂ」という。）が１人で、Ｃ船に船

長Ｃ及び甲板員（以下「甲板員Ｃ」という。）がそれぞれ乗り組み、両船が

接舷して合成繊維製のロープ（以下「連結索」という。）でつなぎ、しらす

漁を行うため、１月１７日０７時００分ごろ、魚群探索船のＤ船を先行させ

て由良湾西方沖の漁場に向け、和歌山県湯浅
ゆ あ さ

町湯浅
ゆ あ さ

広
ひろ

港を出港した。 

     船長Ｂは、ＢＣ船列の操船に当たり、操舵室の椅子に腰を掛け、Ｂ船の機

関を全速力前進よりやや落とし、約９～１０kn の速力で、手動操舵として

Ｄ船の後方約３Ｍを南西進した。 

     ＢＣ船列は、漁場に到着して魚群探索を始め、紀伊海鹿島灯標西方沖を南

進し、Ｄ船を更に南進させ、Ｄ船から魚影の状況について連絡を待つため、

左舵を取って回頭を始めた。 

     船長Ｃは、甲板員Ｃと共に操舵室の椅子に腰を掛けて前方を見ていたとこ

ろ、ＢＣ船列が左転を始めたので、船長Ｂから指示がなかったものの、左へ

の回頭を助けるため、機関の回転数を下げた。 

     ＢＣ船列は、０７時５６分ごろ、左転し、機関を微速力前進に下げ、約３

kn の速力で北北東進を始めた。 

     船長Ｃは、これまで他船と危険な見合い関係となったことがなく、後方か

ら接近する他船はいないものと思い、前方を見ながら約３分間北北東進した

頃、右舷後方を振り返ると、Ｂ船の操舵室越しにＡ船の緑色と赤色の船体を

認めたもののどうすることもできなかった。 

ＢＣ船列は、日ノ御埼北北西方沖において、Ｂ船の右舷中央部とＡ船の船

首部とが衝突した。 

     ＢＣ船列は、衝突と同時にＡ船の球状船首に乗り揚がり、右に反転して転

覆するとともに、船尾甲板に積んでいた漁網が流出し、連結索２本が切断し

てＢ船とＣ船が分離した。 

     Ｂ船は、流出した漁網がＡ船のプロペラに絡んだことから、Ａ船に引きず
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られ、また、Ｃ船は、漂流を始めたものの、漁網が付近の浅瀬に掛かり、漂

流が止まった。 

     船長Ｂ、船長Ｃ及び甲板員Ｃは、海中に投げ出されたが、漁業無線で事故

を知って駆けつけたＤ船及び他の僚船によって救助され、船長Ｃ及び甲板員

Ｃが湯浅広港に、船長Ｂが由良町神谷
か み や

漁港にそれぞれ運ばれ、ドクターヘリ

及び救急車によって病院に搬送された。 

     船長Ｃ及び甲板員Ｃは救命胴衣を着用していたが、船長Ｂは救命胴衣を着

用していなかった。 

     Ｂ船及びＣ船は、僚船にえい
．．

航されて湯浅広港に戻った。 

   (3) Ｅ船 

     船長Ｅは、ＢＣ船列の東方５００ｍ付近においてＢＣ船列とほぼ平行に、

約３～４kn の速力で北北東進中、左舷正横付近に、Ａ船がＢＣ船列に接近

して追い越すように見え、その約１分後にＢＣ船列がＡ船の陰に隠れるよう

にして見えなくなったことに気付いた。 

     船長Ｅは、ＢＣ船列に向かったところ、海面上にプロペラが見えたことか

ら、ＢＣ船列がＡ船と衝突し、転覆したものと思った。 

     船長Ｅは、僚船にＢＣ船列が衝突して転覆した旨を伝えるとともに、 

１１０番通報し、警察を通じて海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

 

 本事故の発生日時は、平成２６年１月１７日０７時５９分ごろで、発生場所は、紀

伊海鹿島灯標から２３１°１.４Ｍ付近であった。 

（付図１ 事故発生経過概略図（全体）、付図２ 事故発生経過概略図（拡大） 参

照） 

 

２.２ 人の死亡及び負傷に関する情報 

 2.2.1 Ａ船 

  船長Ａの口述によれば、Ａ船に死傷者はいなかった。 

 

 2.2.2 Ｂ船及びＣ船 

  和歌山県日高
ひ だ か

町、和歌山県有
あり

田川
だ が わ

町及び湯浅町所在の各救急搬送機関の回答書並

びに美浜町、有田川町及び和歌山市の各医療機関の診断書によれば、搬送中及び搬

入された医療機関での救助者の状況については、次のとおりであった。 

   (1) 船長Ｂ 

    ① 救急隊は、０９時０６分ごろ神谷漁港に到着した。 
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    ② 船長Ｂは、岸壁上で、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）＊2が装着され、胸

骨圧迫＊3が実施された。 

    ③ 船長Ｂは、ジャパン コーマ スケール（ＪＣＳ）＊4が３００、心肺停

止状態であった。 

    ④ 船長Ｂは、病院に搬送され、蘇生措置が続けられたが、１０時３３分に

死亡が確認され、死因は溺水による低体温と診断された。 

(2) 甲板員Ｃ 

    ① 救急隊は、０８時４０分ごろ湯浅広港に到着した。 

    ② 甲板員Ｃは、漁船の甲板上に仰臥
ぎょうが

されており、全身ずぶ濡れで心肺停止

状態であった。 

    ③ 甲板員Ｃは、ＪＣＳが３００、呼吸兆候は見られず、心停止が確認され

た。 

    ④ 甲板員Ｃは、搬送中に、気管挿管＊5が行われ、強心剤を投与されたが、

０９時４８分搬送された病院で死亡が確認され、死因は溺水と検案された。 

   (3) 船長Ｃ 

    ① 救急隊は、０８時４０分ごろ湯浅広港に到着した。 

    ② 船長Ｃは、漁船の甲板に座り込んでおり、意識があったが、海水を数回

嘔吐
お う と

し、寒さを訴えた。 

    ③ 船長Ｃは、呼び掛けによって開眼する程度で、会話がおぼつかない状態

であり、ＪＣＳが２０、グラスゴー コーマ スケール（ＧＣＳ）＊6がＥ

３Ｖ４Ｍ５であった。 

    ④ 船長Ｃは、ドクターヘリで病院に搬送され、溺水による肺水腫等と診断

され、６日間入院した。 

                         
＊2 「自動体外式除細動器（ＡＥＤ：Automated External Defibrillator）」とは、突然心臓が正常

に拍動できなくなった心停止状態の心臓に対して電気ショックを行い、心臓を正常なリズムに戻す

ための医療機器のことをいう。 

＊3 「胸骨圧迫」とは、心停止した人の胸の心臓の付近を両手で圧迫して血液の循環を促すことをい

い、心肺蘇生法の主な対処法の一つである。 
＊4 「ジャパン コーマ スケール（ＪＣＳ：Japan Coma Scale）」とは、日本で主に用いられる意

識障害の深度分類をいう。ＪＣＳ３００は、痛み刺激に対して全く反応しない状態を、ＪＣＳ２０

は、大きな声又は身体を揺さぶることで開眼する状態を示す。 
＊5 「気管挿管」とは、気管内チューブを口又は鼻から挿入し、喉頭を経由させて気道を確保する方

法をいう。 
＊6 「グラスゴー コーマ スケール（ＧＣＳ：Glasgow Coma Scale）」とは、世界的に用いられる

意識障害の深度分類をいう。「開眼機能Ｅ（eye opening）」「言語機能Ｖ(verbal response)」「運

動機能Ｍ(motor response)」のそれぞれの点数の合計によって表示する。Ｅ３は、命令すると開眼

する状態、Ｖ４は、意味のない会話をする状態、Ｍ５は、痛み刺激の部位がわかる状態をそれぞれ

示す。 
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    ⑤ 船長Ｃは、頸部及び腰部の疼痛
とうつう

等により、２月４日から９月９日まで投

薬及びリハビリテーションを受けた。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

  (1) Ａ船 

    Ａ船は、右舷船首部及び球状船首部右舷側に擦過傷を生じた。（写真２.３－

１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２.３－１ Ａ船の損傷状況 

  (2) Ｂ船及びＣ船 

    Ｂ船は、右舷中央部に破口等を生じ、転覆して機器類に濡損を生じた。 

Ｃ船は、マスト脱落、ブルワークに欠損等を生じ、転覆して機器類に濡損を

生じた。 

（写真２.３－２～写真２.３－４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真２.３－２ Ｂ船の損傷状況   写真２.３－３ Ｂ船の損傷状況（拡大） 

 

 

 

 

擦過傷 
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          写真２.３－４ Ｃ船の損傷状況 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状等 

    船長Ａ 男性 ５９歳 

     四級海技士（航海） 

      免 許 年 月 日 昭和５６年１１月２４日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成２１年５月２６日 

      免状有効期間満了日 平成２６年１１月１１日 

    航海士Ａ 男性 ２８歳 

     六級海技士（航海） 

      免 許 年 月 日 平成２５年４月１９日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成２５年４月１９日 

      免状有効期間満了日 平成３０年４月１８日 

    船長Ｂ 男性 ５４歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録 日 昭和５４年１０月１２日 

      免許証交付日 平成２４年３月１２日 

             （平成２９年７月３０日まで有効） 

    船長Ｃ 男性 ２８歳 

     一級小型船舶操縦士 

      免許登録 日 平成２２年１０月２９日 

      免許証交付日 平成２２年１０月２９日 

             （平成２７年１０月２８日まで有効） 

甲板員Ｃ 男性 ６１歳 

  (2) 主な乗船履歴等 

    船長Ａ、航海士Ａ及び船長Ｃの口述によれば、次のとおりであった。 

マスト脱落 ブルワーク欠損 
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   ① 船長Ａ 

     内航貨物船の船長経験が約２５年あり、Ａ船に平成２３年９月１日から船

長として乗船し、瀬戸内海を含め京浜港～九州の諸港間を行き来し、本事故

海域を幾度も航行した経験があった。 

   ② 航海士Ａ 

     Ａ船に甲板員として約６か月間乗船した後、船員教育機関で海技士教育及

び訓練を受け、内航貨物船に航海当直部員として、海技免状受有後は航海士

として約８か月間乗船し、平成２５年１１月２９日からＡ船に航海士として

乗船し、本事故海域を航行した経験があった。 

   ③ 船長Ｂ 

     漁業を営む父親の手伝いとして漁船に乗り組むようになり、約２年間甲板

員として乗り組んだ後に船長となり、しらす漁に従事していた。 

   ④ 船長Ｃ 

     大学在学中から船長Ｂが行うしらす漁を手伝うようになり、会社員として

勤務した後、平成２４年８月からＣ船の船長となり、しらす漁に従事してい

た。 

  (3) 健康状態 

   ① 船長Ａ 

     本事故当時、健康状態は良好であった。 

   ② 航海士Ａ 

     本事故当時、健康状態は良好であり、視力及び聴力は正常であった。 

   ③ 船長Ｂ 

     本事故当日、ふだんと変わった様子はなかった。 

   ④ 船長Ｃ 

     本事故当時、健康状態は良好であり、視力及び聴力は正常であった。 

      

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

     船 舶 番 号  １３４４７３ 

     船 籍 港  香川県土庄
とのしょう

町 

     船舶所有 者  よつみ海運有限会社（以下「Ａ１社」という。）、サン 

キュウ・リマテック株式会社（以下「Ａ２社」とい

う。） 

     船舶管理会社  Ａ２社 
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     総 ト ン 数  ４９９トン 

     Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  ６１.９７ｍ×１３.００ｍ×６.１０ｍ 

     船    質  鋼 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  ７３５kＷ 

     推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月 日  平成６年１１月４日 

   (2) Ｂ船 

     漁船登録番号  ＷＫ２－３２０７ 

     主たる根拠地  和歌山県広川
ひろがわ

町 

     船舶所有 者  個人所有 

     総 ト ン 数  ９.８６トン 

     Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  １２.６１ｍ×３.１９ｍ×１.１２ｍ 

     船    質  ＦＲＰ 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  漁船法馬力数３５ 

     推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月 日  昭和５５年２月２６日 

   (3) Ｃ船 

     漁船登録番号  ＷＫ２－３２０８ 

     主たる根拠地  和歌山県広川町 

     船舶所有 者  個人所有 

     総 ト ン 数  ９.８６トン 

     Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  １２.６１ｍ×３.１９ｍ×１.１２ｍ 

     船    質  ＦＲＰ 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  漁船法馬力数３５ 

     推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月 日  昭和５５年２月２６日 

 

 2.5.2 積載状態 

  船長Ａ、Ａ船の次席一等航海士及び船長Ｃの口述によれば、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 
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     還元スラグ＊7１,３５０ｔを積載し、満載状態であり、喫水が船首約３.３

ｍ、船尾約３.８ｍであった。 

   (2) ＢＣ船列 

     ＢＣ船列は、本事故当時、投網前であり、漁獲物を積載しておらず、喫水

がいずれも船首約０.３ｍ、船尾約１.６ｍであった。 

 

 2.5.3 運動性能等 

   (1) Ａ船 

     海上試運転成績書によれば、船首喫水１.４８ｍ、船尾喫水３.２５ｍのバ

ラスト状態において、全速力前進の１１.７３kn で航行中における右旋回及

び左旋回での旋回径が、それぞれ約１６０ｍ及び約１５０ｍであった。また、

後進発令から船体停止までに要する時間が約１分１５秒であった。 

   (2) ＢＣ船列 

     船長Ｃの口述によれば、Ｂ船及びＣ船は、操業中、えい
．．

網するとき以外は、

常にＢＣ船列で航行しており、ＢＣ船列で１船のみの操舵状態においても操

縦性能は良好であった。 

 

 2.5.4 船舶の設備等に関する情報 

   (1) Ａ船 

     Ａ船は、船倉１個及び船首甲板に旋回ジブクレーン１基を備え、船尾部に

船橋を配していた。 

     操舵室には、前部中央に舵輪、その前側にＧＰＳ、左舷側にレーダー２台、

右舷側に操縦ハンドル、バウスラスタ操縦ハンドル、航海コンソール及び 

ＧＰＳを備えており、操舵室右舷側後部に海図台、操舵室両舷及び右舷後部

に出入口があり、舵輪上方の天井部分に汽笛吹鳴用のハンドルを備えていた。 

     船長Ａ及び航海士Ａの口述によれば、本事故当時、船体、機関及び機器類

に不具合又は故障はなかった。ジブクレーンにより船首両舷に少し死角が 

あったが、操舵室内を移動することによって解消できた。 

    （写真２.５－１参照） 

 

 

 

                         
＊7 「スラグ（鋼滓

こうさい

）」とは、鉄鋼製造工程において発生する副産物のことをいう。還元スラグと

は、酸化精錬後、酸化スラグを排出し、新たに還元剤、石灰等を装入し、溶鋼中の酸素を除去する

還元精錬時に生成するスラグをいう。 
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写真２.５－1 Ａ船の一般配置図 

   (2) ＢＣ船列 

    ① 操舵室 

      船長Ｃの口述によれば、Ｂ船及びＣ船の操舵室には、右舷前部に舵輪が

あり、舵輪の右舷側に主機操縦ハンドルを、舵輪の左舷側に魚群探知機を、

中央前部天井にＧＰＳ及び無線機２台をそれぞれ装備していた。 

    ② 形象物 

      船長Ｄの口述によれば、Ｂ船及びＣ船は本事故当時、漁ろうに従事して

いることを示す黒色の鼓形形象物をそれぞれ表示していた。 

    ③ 船体及び機関等 

      船長Ｃの口述によれば、Ｂ船及びＣ船は本事故当時、船体、機関及び機

器類に不具合又は故障はなかった。 

    ④ Ｂ船及びＣ船の連結用設備 

      船長Ｃの口述によれば、本事故当時、Ｂ船及びＣ船は、船首尾部に連結

索をそれぞれ１本ずつ取っており、船首の連結索が、直径約５cm、長さ約

１.５ｍ、船尾の連結索が、直径約３cm、長さ約０.８ｍであり、船首端か

ら約３ｍのところ及び船尾端に設置したフック及び緊締
きんてい

設備を使用し、Ｂ

船の左舷とＣ船の右舷を、互いに連結していた。（写真２.５－２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２.５－２ 同型船の連結状況 
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    ⑤ ＢＣ船列搭載の漁網等 

      長さ約４０ｍの袋網に接続した全長約２００ｍの漁網をＢ船及びＣ船の

船尾甲板にまたがって整頓して積んでいたほか、長さ約４００ｍのステン

レス製のワイヤロープを保有し、Ｃ船の船尾部に漁網を巻き揚げるウイン

チが設置されていた。（写真２.５－３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          写真２.５－３ 同型船の網の積載状況 

 

 2.5.5 音響信号の実施に関する情報 

   (1) Ａ船 

     船長Ａ及び航海士Ａの口述によれば、Ａ船は、汽笛の吹鳴を行っていな 

かった。 

   (2) ＢＣ船列 

     船長Ｃの口述によれば、Ｂ船及びＣ船は、汽笛の吹鳴を行っていなかった。 

 

２.６ ＢＣ船列が属する船団及び僚船の操業状況 

 船長Ｃの口述によれば、Ｂ船及びＣ船は、周年しらす漁に従事して週に４日、日出

時刻ごろに出漁し、１５時ごろ帰港していた。 

 船長Ｅの口述によれば、本事故当時、約１０船団の約２０～３０隻が出漁中であり、

各船団共に投網しておらず、魚群探索船が南方から戻ってきていたので、漁獲がなく

待機している状況であった。本事故当時、波が高く、各船は帰港する予定であった。 

 

２.７ 気象及び海象に関する情報 

 2.7.1 気象観測値及び潮汐 

   (1) 本事故現場の北北東方約３２㎞に位置する和歌山地方気象台の本事故当日 

０８時００分の観測値は、次のとおりであった。 

天気 晴れ、気温 ２.１℃、風向 東、風速 １.８m/s、最大瞬間風速 
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２.９m/s 

   (2) 海上保安庁五管区海洋速報第３号（平成２６年１月２３日発行）によれば、

本事故当時の海水温度は、約１５℃であった。 

   (3) 海上保安庁刊行の潮汐表によれば、本事故海域における潮流は、北流の約

１.３kn であった。 

 

 2.7.2 乗組員の観測 

  船長Ａ、船長Ｃ及び船長Ｅの口述並びに航海士Ａの回答書によれば、本事故当時、

本事故発生場所付近の気象及び海象は、次のとおりであった。 

   (1) 船長Ａ 

     天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視界 良好、波高 約１.５～２.０ｍ 

   (2) 航海士Ａ 

     天気 晴れ、風向 北西、風力 ４～５、視界 良好、波高 約１.０～

１.５ｍ 

   (3) 船長Ｃ 

     天気 晴れ、風向 北、風速 ４～５m/s、視界 良好、波高 約１.０～

１.５ｍ 

   (4) 船長Ｅ 

     天気 晴れ、風向 北西、風力 ４、視界 良好、波高 約１.５～２.０

ｍ 

 

２.８ 事故水域に関する情報 

 2.8.1 瀬戸内海水路誌による情報 

  海上保安庁刊行の瀬戸内海水路誌によれば、次のとおりであった。 

紀伊水道 

紀伊半島と四国東岸との間にある水道で、東西の幅、南北の長さとも約２０Ｍあ

る。（略）鳴門海峡～日ノ御埼を航行する船舶、友ケ島水道から南下してくる船舶、

伊島付近から友ケ島水道に向かう船舶及び和歌山方面～徳島方面を結ぶ船舶等で複

雑な見合い関係が生じる。また、この海域では、鳴門海峡から日ノ御埼沖に向かう

多数の小型船に出会うことがある。（以下略） 

 

2.8.2 Ａ船の認識 

   (1) 船長Ａ 

     船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

由良沖において、二そう引きの漁船がいることを初めて知った。本事故付
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近の海域は広く、事故が起きる海域とは思っていなかった。かえって、和歌

山県串本
くしもと

町潮
しおの

岬及び和歌山県白浜
しらはま

町市
いち

江
え

埼沖において、夜明けと共に漁船

が一斉に出漁しているので注意していた。また、和歌山県和歌山市加太
か だ

瀬戸
せ と

においても、漁船、遊漁船、プレジャーボートが多いので、注意を払ってい

た。 

   (2) 航海士Ａ 

     航海士Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

大阪湾以西の瀬戸内を航行する際には十分に注意していたが、紀伊水道付

近を航行する際は、それほど事故が多い海域との意識はなかった。これまで

にも本事故海域で二そう引きの漁船を見掛けたことがあり、二そう引きの漁

船を含め、漁船がいることについて、いつもと同じだと思った。 

 

 2.8.3 Ｄ船及びＥ船の認識 

   (1) 船長Ｄ 

     船長Ｄの口述によれば、本事故海域で操業する際、Ａ船のような内航貨物

船をよく見掛けており、潮岬から大阪湾に向かう石材運搬船や５００トンく

らいの内航貨物船はおおむね本事故海域近辺を通過することを知っていた。 

   (2) 船長Ｅ 

     船長Ｅの口述によれば、次のとおりであった。 

本事故海域付近では、陸岸から約１Ｍ沖をＡ船のような小型の内航貨物船

がよく通過しており、沖筋又は小蒸気筋と呼んでいる。漁船が集団で操業し

ていても、漁船に向かって来る貨物船がいるので、ふだんから接近する貨物

船に注意して操業しなくてはいけないという意識を持っていた。 

 

２.９ Ａ２社の乗組員に対する教育訓練の状況 

 Ａ２社の回答書によれば、本事故前における乗組員に対する教育訓練の状況は次の

とおりであった。 

 業界団体、荷主及び同業他社等から、海上交通ルール、関係法令の改正、他社船の

事故事例に関する情報、航路、港湾における漁ろうに関する情報を入手し、支配下船

の訪船の際、逐次周知していた。 

 

２.１０ Ａ２社の安全管理状況 

 Ａ２社の回答書によれば、次のとおりであった。 

本事故前において、安全管理規程は遵守されていた。 

Ａ船側において、当直者の経験不足等により、慎重な対応ができなかったことが問
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題であったものと思う。運航管理者としては、経験不足の船舶当直者に対し、更なる

安全教育が事前にできていなかったことが課題であった。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船 

    ① Ａ船は、平成２６年１月１６日１２時００分ごろ、阪神港尼崎西宮芦屋

区に向けて名古屋港を出港した。 

    ② Ａ船は、日ノ御埼北西方沖を友ケ島水道に向け、約３５８°の針路、約

１０kn の速力で航行中、ＢＣ船列と衝突した。 

   (2) ＢＣ船列 

    ① ＢＣ船列は、１７日０７時００分ごろ、しらす漁を行うため、漁場に向

け、湯浅広港を出港した。 

    ② ＢＣ船列は、漁場に到着して魚群探索を始め、紀伊海鹿島灯標西方沖に

おいて、約９～１０kn の速力で南進した。 

    ③ ＢＣ船列は、左転して減速し、０７時５６分ごろ約３kn の速力で北北

東進した。 

    ④ ＢＣ船列は、北北東進中、Ａ船と衝突した。 

 

 3.1.2 事故発生日時及び場所 

  ２.１から、本事故発生日時は、平成２６年１月１７日０７時５９分ごろであり、

発生場所は、紀伊海鹿島灯標から２３１°１.４Ｍ付近であったものと考えられる。 

 

 3.1.3 損傷状況 

  ２.３から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船は、右舷船首部及び球状船首部右舷側に擦過傷を生じた。 

   (2) ＢＣ船列は、Ｂ船が、右舷中央部に破口等を生じ、転覆して機器類に濡損

を生じ、また、Ｃ船が、マストの脱落、ブルワークに欠損等を生じ、転覆し

て機器類に濡損を生じた。 
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 3.1.4 衝突の状況 

  ２.１、3.1.1 及び 3.1.3 から、Ａ船は、北進中、ＢＣ船列は、北北東進中、Ａ

船の船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突したものと考えられる。 

 

 3.1.5 死傷の状況 

  ２.１及び２.２から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船 

     死傷者はいなかった。 

   (2) ＢＣ船列 

     船長Ｂは、溺水による低体温により、甲板員Ｃは、溺水により、それぞれ

死亡した。 

船長Ｃは、溺水による肺水腫等に陥り、６日間の入院を要した。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

２.４及び 2.5.4 から、次のとおりであった。 

   (1) 乗組員 

    ① 船長Ａ及び航海士Ａは、適法で有効な海技免状を有していた。 

    ② 船長Ｂ及び船長Ｃは、適法で有効な操縦免許証を有していた。 

    ③ 航海士Ａは、航海士としての船橋当直経験が約８か月であった。 

   (2) 船舶 

    ① Ａ船は、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかったものと考え

られる。 

    ② ＢＣ船列は、黒色の鼓形形象物を表示しており、両船共に船体、機関及

び機器類に不具合又は故障はなかったものと考えられる。 

 

3.2.2 見張り及び操船の状況 

  ２.１及び 3.1.1 から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

    ① Ａ船は、航海士Ａが単独の船橋当直につき、自動操舵として舵輪後方に

立ち、レーダーを相対方位指示で１.５Ｍレンジのオフセンターとし、約

２Ｍ前方まで見えるように調整して見張りに当たっていたものと考えられ

る。 

    ② 航海士Ａは、左舷船首方１.５～２Ｍ付近に、南進中のＢＣ船列をレー

ダーで探知し、双眼鏡で視認したものと考えられる。 
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    ③ 航海士Ａは、ＢＣ船列が船首を南方に向けていたので、左舷対左舷で通

過すると思い、北進を続けたものと考えられる。 

    ④ 航海士Ａは、ＢＣ船列が左転して北北東方に針路を変えたことを認めた

ものと考えられる。 

    ⑤ 航海士Ａは、ＢＣ船列の方位が右方に変化しているように見えたことか

ら、ＢＣ船列がＡ船の前路を通過していくものと思い、近距離でＢＣ船列

と接近する状況下、見張りを適切に行っていなかったものと考えられる。 

    ⑥ 航海士Ａは、ＢＣ船列と衝突のおそれがある態勢で接近していることに

気付かず、針路及び速力を保持して航行したことから、ＢＣ船列と衝突し

たものと考えられる。 

   (2) ＢＣ船列 

    ① ＢＣ船列は、Ｂ船に船長Ｂが、Ｃ船に船長Ｃ及び甲板員Ｃがそれぞれ乗

り組み、湯浅広港南西方沖の漁場に到着し、魚群探索を行っていたものと

考えられる。 

② 船長Ｂは、操舵室の椅子に腰を掛け、手動操舵としてＢＣ船列の操船に

当たっていたものと考えられる。 

    ③ ＢＣ船列は、約９～１０kn の速力で、紀伊海鹿島灯標西方沖を南進し、

左転して減速し、０７時５６分ごろ、約３kn の速力で北北東進したもの

と考えられる。 

    ④ ＢＣ船列は、針路及び速力を保持して航行し、Ａ船と衝突した可能性が

あると考えられるが、船長Ｂが本事故で死亡したことから、船長Ｂの見張

り状況を明らかにすることはできなかった。 

    ⑤ 船長Ｃは、これまで他船と危険な見合い関係となったことがなかったこ

とから、後方から接近する他船はいないものと思い、また、船長Ｂが操船

を行っていたことから、周囲の見張りを行っていなかった可能性があると

考えられる。 

    ⑥ 船長Ｃが、周囲の見張りを行っていれば、Ａ船の接近に気付き、操船し

ていた船長Ｂに知らせることにより、Ａ船との衝突を避ける動作をとるこ

とができ、本事故の発生を回避できた可能性があると考えられる。 

したがって、船長Ｃが、後方から接近する他船はいないものと思い、周

囲の見張りを行っていなかったことは、本事故の発生に関与した可能性が

あると考えられる。 

 

 3.2.3 音響信号に関する状況 

  2.5.5 から、次のとおりであったものと考えられる。 
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   (1) 航海士Ａは、注意喚起信号等の汽笛を吹鳴しなかった。 

   (2) 船長Ｂ及び船長Ｃは、注意喚起信号等の汽笛を吹鳴しなかった。 

 

 3.2.4 Ａ船の安全管理の状況 

  ２.９及び２.１０から、Ａ船は、経験不足の船橋当直者に対し、コンパスを用い

て接近する他船の方位変化の有無を確認すること、及び他の船舶のコンパス方位に

明確な変化が認められる場合においても、近距離で他の船舶に接近するときは、こ

れと衝突するおそれがあることなど、適切な見張りの実施要領についての安全教育

が十分になされていなかった可能性があるものと考えられる。 

 

3.2.5 気象及び海象の状況 

  ２.７から、本事故当時の天気は晴れ、北の風、風力３、波高約１.５～２.０ｍ、

視界は良好であったものと考えられる。また、本事故発生場所付近の海域には、本

事故当時、約１.３kn の北に流れる潮流があったものと考えられる。 

 

 3.2.6 事故発生に関する解析 

  ２.１、3.1.1 及び 3.2.2 から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

    ① Ａ船は、日ノ御埼北西方沖において、友ケ島水道に向け、約３５８°の

針路、約１０kn の速力で航行したものと考えられる。 

    ② 航海士Ａは、０７時５０分ごろ、左舷船首方１.５～２Ｍ付近に、南進

中のＢＣ船列をレーダーで探知し、双眼鏡で視認したものと考えられる。 

    ③ 航海士Ａは、ＢＣ船列の方位が右方に変化しているように見えたことか

ら、ＢＣ船列がＡ船の前路を通過していくものと思い、近距離でＢＣ船列

と接近する状況下、見張りを適切に行っていなかったものと考えられる。 

    ④ 航海士Ａは、ＢＣ船列と衝突のおそれがある態勢で接近していることに

気付かず、針路及び速力を保持して航行したことから、ＢＣ船列と衝突し

たものと考えられる。 

   (2) ＢＣ船列 

    ① ＢＣ船列は、紀伊海鹿島灯標西方沖において、約９～１０kn の速力で

魚群探索を行いながら、南進したものと考えられる。 

    ② ＢＣ船列は、左転して減速し、０７時５６分ごろ、約３kn の速力で北

北東進したものと考えられる。 

    ③ ＢＣ船列は、針路及び速力を保持して航行し、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 
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    ④ 船長Ｃが、後方から接近する他船はいないものと思い、周囲の見張りを

行っていなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えら

れる。 

 

 

４ 原 因 
 

 本事故は、日ノ御埼北北西方沖において、Ａ船が北進中、ＢＣ船列が北北東進中、

Ａ船及びＢＣ船列が針路及び速力を保持して航行したため、Ａ船とＢＣ船列とが衝突

したことにより発生したものと考えられる。 

 Ａ船が針路及び速力を保持して航行したのは、Ａ船の航海士Ａが、ＢＣ船列の方位

が右方に変化しているように見えたので、ＢＣ船列がＡ船の前路を通過していくもの

と思い、ＢＣ船列に対する見張りを適切に行っていなかったことによるものと考えら

れる。 

 ＢＣ船列が針路及び速力を保持して航行したのは、Ｃ船の船長Ｃが、後方から接近

する他船はいないものと思い、周囲の見張りを行っていなかったことが関与した可能

性があると考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

 本事故は、Ａ船が北進中、ＢＣ船列が北北東進中、航海士Ａが、近距離でＢＣ船列

と接近する状況下、ＢＣ船列に対する見張りを適切に行っていなかったことによるも

のと考えられ、また、船長Ｃが周囲の見張りを行っていなかったことが関与した可能

性があると考えられる。 

したがって、同種事故の再発防止のため、次に掲げる事項を遵守する必要がある。 

  (1) 当直者は、常時適切な見張りを行うこと。 

  (2) 当直者は、接近する船舶について、他の船舶のコンパス方位に明確な変化が

認められる場合においても、近距離で他の船舶に接近するときは、これと衝突

するおそれがあることを考慮するとともに、衝突を避けるための動作をとる場

合は、海上衝突予防法等に則
のっと

り、適切にその動作をとること。 

 

５.１ 事故後に講じられた事故防止策 

 5.1.1 Ａ１社により講じられた措置 

   (1) 適切な見張りを確保するため、航海当直時の以下の内容を含む重要事項を
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航海コンソール及び天井部に貼付して船橋当直者に周知徹底を図った。 

    ① 漁船群や漁船には近づかないこと。 

    ② 危険を感じたら早めに船長に知らせること。 

    ③ 危険を感じたら汽笛を有効に活用してためらいなく鳴らすこと。 

   (2) 当直交替時には、航海当直基準に定める引継ぎ要領に従い、漁船の有無、

周囲の状況などについて、特に念入りに引継ぎを行うことを周知徹底した。 

 

 5.1.2 Ａ２社により講じられた措置 

   (1) Ａ２社は、本事故後、本事故に鑑み、社内、乗組員に対する安全教育の強

化、本事故事例の支配下船に対する周知、乗組員とのコミュニケーションを

通じて潜在的危険を認識できるよう努めた。 

   (2) 当面考え得る事故原因からＡ１社と対応策を協議し、船内掲示等を行い、

乗組員に対し、周知徹底を図った。 
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付図１ 事故発生経過概略図（全体） 
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付図２ 事故発生経過概略図（拡大） 
 


